
           

                               

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒610 - 0343 

京田辺市大住仲ノ谷 12の１ TEL 0774-63-6335  FAX 0774-65-5391 
http://www.kyotanabe.ed.jp/nc21/touen-es/htdocs/ 

 

令和６年３月１８日 

     ご 卒 業 、 お め で と う ご ざ い ま す 

校長 北村 忠浩 

 

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。 

 みなさんが５年生に進級した時、私はこの桃園小学校に赴任し、

みなさんと出会いました。一つ上の６年生の姿をよく見て、通常よ

りも早くからリーダーとしての意識が高い学年だなと、感じたこと

を今も覚えています。 

６年生に進級した後も、最高学年としてのリーダーシップをいた

るところで発揮しました。『１年生を迎える会』の企画・運営や『運

動会の応援パフォーマンス』の立案や下級生への練習指導、『ももっ

子遊び』での下級生のお世話など、素晴らしい取組を展開しました。

特に、『運動会』でのフラッグパフォーマンスや組体操は、音響設備

の不具合があったにも関わらず、動きを止めることなく、練習の成

果を発揮し、最後までやり切った姿は、とても立派で感動的でした。

学年集団としての成長を強く感じました。   

新型コロナウイルス感染症による諸行事の中止や削減、縮小等の

影響も受けましたが、６年間の小学校生活で色々な経験を積んだこ

とと思います。桃園小学校で経験したことや培った力、これまでの

多くの思い出を糧に、これからの中学校生活を突き進んでください。

みなさんの活躍を祈念しています。 

保護者のみなさま、お子様のご卒業おめでとうございます。 

日々の学校生活における指導等においては、至らない点も多々あ

ったことと思いますが、最後まで温かく見守り続けていただいたこ

と、感謝しております。ありがとうございました。 

学校教育目標：たくましく生きる力と豊かな心を持つ児童の育成 

委任状を提出いただいた方と議案について意見を表明いただいた方

を合わせて571名で、会員数716名の1/5を上回っております。会則

第３章６条４項の規定により、本会が成立していることをご報告いた

します。 

 

〇第１号議案 委任７０名 異議なし４９７名 異議あり４名 

〇第２号議案 委任７０名 異議なし５０１名 

〇第３号議案 委任７０名 異議なし５０１名 

 

よって令和５年度事業、会計監査報告、令和６年度本部役員選出は

承認されました。１年間ご協力いただきありがとうございました。 

３月４日（月）に、４０周年事業の

取組のひとつとして『ドラムサークル』

の体験を体育館で行いました。ドラム

サークルは１人１個の打楽器を持ち、

思い思いに叩くだけなのですが、ファ

シリテータと呼ばれる案内役がその音

をまとめ上げ、参加者全員で即興のア

ンサンブルをつくります。全員で協力

してアンサンブルを奏でる動きは大き

な一体感があり、とても心地よいひと

時を過ごすことができました。 

春季休業中の電話連絡について 

 ３月２５日から４月５日までの間は、春季休業となりますので、電話対応

は８：３０から１７：００までとなります。対応時間外は音声ガイダンスが

流れます。 

 卒業されても、春季休業中に児童の生命や安全にかかわるような事態が

発生した場合等、緊急に連絡が必要になった場合は、 

京田辺市教育委員会教育総務室（TEL：0774-64-1391）までご連

絡ください。ご理解ご協力、よろしくお願いいたします。 

 

 卒業を間近に控えた６年生。総合的な学

習の時間に、「目指せ１２０点」と題して、

学校内の清掃場所についての現状を分析

し、より良い掃除の仕方や、掃除の合格基

準を考えました。 

 考えたことは、タブレット端末でスライ

ドを作成してまとめ、全校に発信してくれ

ました。こうした活動が今後の清掃活動の

向上につながり、学校がきれいになってい

くことで受け継がれていくといいですね。 

 児童の学びを深めるために、京田辺市から児童に貸与されて

いたタブレット端末は、小学校を卒業する際に以下のように返

却されます。 

 

・使用していたタブレット端末は、現在在籍している学校へ返却

し、来年度の市内の新入児へ再配布されます。 

 

※使用していたマイクロソフトアカウントについて 

京田辺市内の中学校に進学する児童は今のアカウントを継続

使用し、京田辺市立中学校以外へ進学する児童は、令和６年

３月31日をもってアカウントの利用を停止されます。 

※端末内のデータについて 

  返却される端末は初期化されますので、端末本体に保存され

ている画像等のデータは、削除されます。 

学習用タブレット端末について 

 ４０周年記念事業として撮影した

航空写真が、クリアファイルになっ

て学校に届きました。 

 手にした児童は、空から見た学校

や地域の様子を写した写真に見入っ

ていました。学校やご家庭で使用し

ていただければと思います。 

４０周年記念クリアファイル 


